
滋賀県手話をはじめとする障害の特性に応じた言語その他の意思疎通手段による意思疎通等の促進に関する条例関連事業取組状況調

当初 補正（増減） 決算

啓発および学ぶ機会の確保（第６条関係）

新条例普及啓発事業
（Ｒ６）
共生・意思疎通等促
進条例普及啓発事業
（Ｒ７)

400 0 323

・普及啓発パンフレットや
啓発用サインペンを作成し
た。条例制定時の条例検討
専門部会の委員から意見を
聞きながらパンフレットの
掲載内容を検討し、分かり
やすい内容となるよう努め
るとともに、小学生をはじ
め、幅広い年代に啓発がで
きるようパンフレットのデ
ザインや啓発物品を工夫し
た。県民、関係団体、市町
出前講座受講者等に配布し
た。
・学校や企業、関係団体等
に職員や障害当事者を派遣
し、出前講座を実施し条例
の啓発を行った。

－

・パンフレット作成数
4,000部（当初2,000部＋増
刷2,000部）
・サインペン作成数800本
・出前講座13件

幅広い年代を対象とした普
及啓発物品を作成するとと
もに、出前講座により直接
啓発を行うことができた。
一方で、県政世論調査によ
る条例の認知度は条例施行
後１年半の時点で約15％で
あり、令和７年度以降も引
き続き普及啓発を進める必
要がある。

5,384

条例の認知度が低い
ことが課題。令和７
年度は、国スポ障ス
ポ大会での啓発や企
業と連携等によるパ
ンフレット配布、出
前講座の実施により
引き続き普及啓発を
行っている。

引き続き手法を工夫し
ながら広く県民等に対
して普及啓発を行って
いく。

障害福祉課
（企画・共生推進係）

国スポ・障スポ教室 1,056 0 798

児童・生徒がyokko氏ととも
に国スポ・障スポのイメー
ジソングの手話歌体験を通
して、障害者理解を深め、
お互いを大切にする思いや
りの心を育てる取り組み。

－ 県内10校の小中学校で実施

児童・生徒の教室後の感想
には、手話に対しての新た
な気づきや実践に向けての
意欲等がつづられていた。

0 － － 国スポ障スポ大会局

障害者等の文化芸術
活動を支える拠点づ
くり事業

14,000 △ 855 13,078

・市町で開催する文化イベ
ントに障害の有無にかかわ
らず、誰もが参加し楽しめ
るように、手話通訳の配
置、字幕タブレットの貸
出、音声ガイド席の設置、
筆談対応等を行った。

－

【大津市文化イベント】
・受付筆談対応
・司会者発言内容の字幕表
示
【東近江文化イベント】
・字幕タブレットの貸出
・音声ガイド席
・受付での手話通訳
・ミュージカルでの手話歌
の挿入
【高島文化イベント】
・受付筆談対応

・今後市町が、自立的に文
化プログラムに情報保障を
取り入れたり、障害の有無
に関わらず誰もが楽しめる
取組について考えるきっか
けとなった。
・文化イベントに参加した
障害がない人にとっても、
情報保障への理解を促す
きっかけとなった。

8,800

障害のある方がより
参加しやすい文化プ
ログラムとなるよ
う、障害当事者との
連携が必要。市町の
文化プログラムの企
画・運営に障害当事
者も参加いただける
よう協力を呼びかけ
ていく。

引き続き県内市町と連
携しながら、情報保障
の文化プログラムを実
施し普及啓発を行って
いく。

文化芸術振興課
（振興係）

びわ湖ホール舞台芸
術体験事業（「ホー
ルの子」事業）

46,826 △2,588 44,238

令和６年度に聾話学校が初
参加されることを機に、公
演中「みんなで歌おう」の
コーナーで「翼をくださ
い」の手話歌を導入した。

－

・「翼をください」の手話
歌を実施した。
・聾話学校からは、９名の
児童に来場いただいた。

・音による振動やホールの
大きさを体感いただくこと
ができた。
・会場全体で児童・生徒が
手話に挑戦する姿が見ら
れ、手話に親しむきっかけ
となった。

55,203

公演全体として情報
保障が不十分であ
り、どのような配
慮・工夫が必要か引
き続き検討が必要

手話歌を継続するとと
もに、より多くの方が
楽しめる公演となるよ
う聾話学校等へのヒア
リング等を行ってい
く。

文化芸術振興課
（振興係）

現状における課題と
取組状況

担当課・係項目
Ｒ６予算額（千円）

事業名 具体的な取組内容 目標・指標 Ｒ６実績 Ｒ６成果・評価
Ｒ７当初予算
額（千円）

Ｒ８以降の方向性
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当初 補正（増減） 決算

現状における課題と
取組状況

担当課・係項目
Ｒ６予算額（千円）

事業名 具体的な取組内容 目標・指標 Ｒ６実績 Ｒ６成果・評価
Ｒ７当初予算
額（千円）

Ｒ８以降の方向性

環境の整備（第７条関係）

障害の特性に応じた意思疎通等を支援する者を派遣する体制の整備

聴覚障害者コミュニ
ケーション確保対策
事業内、意思疎通支
援者派遣事業（手話
通訳・要約筆記者）

4,863 0 4,863

聴覚障害者等の自立と社会
参加を図るため、手話通訳
者、要約筆記者の意思疎通
支援者の派遣を行った。

－

手話通訳者派遣総数432
件、派遣人数942人
要約筆記者派遣総数94件、
派遣人数283人

派遣により聴覚障害者等の
社会参加の促進に寄与し
た。

5,192
手話通訳者と要約筆
記者の人材確保が求
められる。

養成研修について、聴
覚障害者福祉協会と検
討を行っていく。

障害福祉課
（社会活動係）

盲ろう者社会参加促
進事業（盲ろう者向
け通訳・介助者派遣
事業）

14,748 0 14,748
盲ろう者の社会参加を促進
するため、外出時の通訳・
介助者の派遣を行った。

－
総派遣件数、1,871件、
4.041時間

派遣により盲ろう者の社会
参加の促進に寄与した。

14,185

男性の登録通訳・介
助者の確保、盲ろう
者・通訳介助者とも
に高齢化が進んでお
り支援の工夫が求め
られる。

盲ろう者向け通訳・介
助者養成講座の周知や
派遣体制について適
宜、しが盲ろう者友の
会と検討を行ってい
る。

障害福祉課
（社会活動係）

失語症意思疎通支援
事業（失語症者向け
意思疎通者派遣事
業）

319 0 319
失語症者の社会参加を促進
するため、登録意思疎通支
援派遣を行った。

－

総派遣回数56回、87.5時
間、派遣業務を行った支援
者13名

派遣により失語症者の社会
参加の促進に寄与した。

319

登録意思疎通支援者
の人材確保、県民へ
の啓発が求められ
る。

養成講座の啓発に加
え、派遣を言語聴覚士
会から別に法人化し、
実施できないか担当者
と検討していく。

障害福祉課
（社会活動係）

発達障害者支援セン
ター運営事業

59,724 0 59,724

発達障害者（児）の支援・
教育・雇用等に関わる機関
に対して、職員・専門家を
派遣し、環境調整や支援に
ついてともに検討を行うこ
と。

－ 機関支援事業519件
派遣により各機関における
専門性の向上に寄与した。

59,724
発達障害者支援の中心
として取り組んでいく

障害福祉課
（精神保健・障害認定
係）

障害の特性に応じた意思疎通等に関する相談に応ずる拠点の設置

県立視覚障害者セン
ターの指定管理

41,853 1,254 43,107 指定管理事業について －
のべ利用者数9,183人
相談件数138件

－ 41,853
障害福祉課
（社会活動係）

県立聴覚障害者セン
ターの指定管理

42,975 1,172 44,147 指定管理事業について －
のべ利用者数5,568人
相談件数216件

－ 42,975
利用者は微減傾向に
ある。

障害福祉課
（社会活動係）

Ｒ８年度から５年間の
指定管理更新の手続き
を行った。引き続き利
用者ニーズを把握しな
がら、適切な運営を
行っていく。
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当初 補正（増減） 決算

現状における課題と
取組状況

担当課・係項目
Ｒ６予算額（千円）

事業名 具体的な取組内容 目標・指標 Ｒ６実績 Ｒ６成果・評価
Ｒ７当初予算
額（千円）

Ｒ８以降の方向性

①発達障害者支援セ
ンター運営事業
②発達障害者ケアマ
ネジメント支援事業

①59,524
②18,000
（3,000×６）

0

①59,524
②18,000
（3,000×
６）

①発達障害者支援センター
運営
②圏域相談支援センター運
営

－
①のべ相談件数431件
②のべ相談件数9,028件

①困難ケースの相談対応
や、研修や啓発活動が行わ
れている。
②圏域ごとの需要に合わせ
た支援ネットワークを構築
されている。

①59,724
②21,000
（3,000×
７）

①困難なケースの相
談を受けながら、研
修や啓発、コンサル
業務にあたってい
る。
②R7年度より、県内
全７圏域で本体制を
始めた。湖南圏域に
おける本取り組みへ
の協力を依頼してい
きたい。

①県の発達障害者支援
に関する相談の拠点と
して運営していく。
②ひき続き、湖南圏域
の協力を求め、各圏域
における発達障害者支
援移管する相談の拠点
として運営していく。

障害福祉課
（精神保健・障害認定
係）
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当初 補正（増減） 決算

現状における課題と
取組状況

担当課・係項目
Ｒ６予算額（千円）

事業名 具体的な取組内容 目標・指標 Ｒ６実績 Ｒ６成果・評価
Ｒ７当初予算
額（千円）

Ｒ８以降の方向性

働き・暮らし応援セ
ンターの設置

9,671 0 9,671

県内７圏域にセンターを設
置し、一般就労が困難な障
害者に対する相談・支援事
業や拠点機能事業等、福祉
および労働の両面から支援
を提供している。

働き・暮らし応援
センターで支援す
る在職者数
4,300人（R8年
度）

登録者数7,151人
在職者数3,796人

生活から就職、職場定着ま
で一貫した支援を実施して
いるが、センターへの登録
者数、在職者数は増加傾向
にあり、障害者と雇用事業
主の双方のニーズが高まっ
ている。

9,671

センターを取り巻く
環境としては、圏域
ごとに社会資源等の
課題に違いがある。
センターとしては、
登録者数等が増加す
る一方で、業務量の
逼迫、人員体制の確
保の困難さ等、負担
も増大している。
そのため、センター
や特別支援学校との
会議等により、意見
交換や情報共有を行
う等、センターや各
圏域の実態把握に努
めている。

引き続き県内の障害者
雇用の実態等を把握
し、センターを始めと
する関係機関と適宜情
報共有等することで、
障害者や雇用事業主等
それぞれに必要な支援
を提供していく。

労働雇用政策課産業ひ
とづくり推進室
障害福祉課（社会活動
係）

聴覚障害教育支援セ
ンターの運営

－ － －

（地域の学校等で学ぶ聴覚
障害児への支援）
① 聴力測定・補聴器の
フィッティング・聴能相
談・教育相談
② 体験入学、交流会、学校
説明会
③ 担当者研修会
④ 関係機関への訪問による
支援
⑤ きこえとことばの教室
⑥ ０～２歳児の教育相談
⑦ ３～５歳児の教育相談
⑧ 地域の就学指導委員会へ
の参加
⑨ 滋賀県立総合病院など、
健康保健行政との連携

－

①1,072件
②   68名
③  124名
④  168回
⑤  130回
⑥0歳月1回、1・2歳週1回
⑦   32名
⑧   12名
⑨   45名

－ －

乳幼児前半からの対
応が必要になってき
ている。
地域で学ぶ聴覚障害
児生が増加してきて
いることから、本校
への相談件数も増加
し続けている。難聴
や聴覚障害のある子
どもたちの聴覚管理
や聴能補償を担う学
校として、聴能機器
の更新とメンテナン
スに係る諸検査実施
の予算化がされてい
ないこと等は、課題
としてあげている。

令和７年度の具体的な
取組内容にある事業
は、本校がセンター的
機能を担うところによ
り令和８年度も引き続
き実施。青年期の支援
ニーズのの掘り起こし
や関係機関との支援
ネットワーク構築が喫
緊の課題。

聾話学校

その他の必要な環境の整備

手話リンクによる問
い合わせ対応

－ － － － － － － －
総合案内と障害福祉
課に導入。利用者は
現在0件。

継続
広報課
障害福祉課（社会活動
係）

障害者雇用に係る国
の支援制度の周知等

1,593 0 869

○障害者雇用促進・定着推
進セミナーでの参加企業へ
の行政機関支援制度の周知
○障害者雇用促進ガイド
ブックによる行政機関支援
制度の周知

（セミナー）１回目52人、
２回目35人参加
（ガイドブック）関係機関
へ5,000部配布

セミナーやガイドブックを
通じて企業に対し合理的配
慮や支援制度の理解を深め
ることができた。

1,693
更なる県内企業への
啓発

引き続き手法を工夫し
ながら、企業に対して
制度周知等を図ってい
く。

労働雇用政策課産業ひ
とづくり推進室
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当初 補正（増減） 決算

現状における課題と
取組状況

担当課・係項目
Ｒ６予算額（千円）

事業名 具体的な取組内容 目標・指標 Ｒ６実績 Ｒ６成果・評価
Ｒ７当初予算
額（千円）

Ｒ８以降の方向性

人材の確保等（第８条関係）

障害の特性に応じた意思疎通等を支援する者の確保、養成および資質の向上

聴覚障害者コミュニ
ケーション確保対策
事業（手話通訳者養
成・研修事業、手話
通訳士養成講座開催
事業、要約筆記者養
成・研修事業）

5,130 0 5,130
手話通訳者・手話通訳士・
要約筆記者の養成を行う

－

・手話通訳者
養成講座ⅠⅡⅢ受講48名、
修了44名
全国統一試験受験27名、合
格者２名
・手話通訳士
養成講座受講９名
・要約筆記者
養成講座受講19名、修了14
名
認定試験受験15名、合格者
３名

養成講座の受講者は一定数
確保できているが、合格者
の増加が課題である。

5,284

県の登録者である手
話通訳者と要約筆記
者の合格者を増やす
取り組みが必要であ
る。

手話通訳者全国統一試
験対策として、再受験
者向けの養成講座を実
施予定である。

障害福祉課
（社会活動係）

盲ろう者社会参加促
進事業（盲ろう者向
け通訳・介助者派遣
事業）

567 0 567
盲ろう者向け通訳・介助者
の養成を行う

－ 受講11名、修了12名
継続して受講者を確保でき
るよう努めていく。

568
男性の通訳・介助者
を増やすことが必要
である。

男性の通訳・介助者を
増やすために、養成講
座等の周知について検
討していく。

障害福祉課
（社会活動係）

失語症意思疎通支援
事業（失語症者向け
意思疎通者派遣事
業）

1,351 0 1,351
失語症者向け意思疎通支援
者の養成を行う

－ 受講４名、修了４名
継続して受講者を確保でき
るよう努めていく。

1,300
養成講座の周知が必
要である。

養成講座の周知等につ
いて検討していく。

障害福祉課
（社会活動係）

発達障害者支援ケア
マネージャー研修事
業

846 0 846
発達障害者支援を専門的に
実施することができる人材
の育成

－
ベーシックコース37名受講
アドバンスコース６名受講

アドバンスコース受講生６
名のうち５名が最後まで受
講され「発達障害者支援ケ
アマネージャー」として認
証された。

846

研修日程が多く、年
間を通して受講しに
くいとの声があっ
た。複数年度で必要
な単位を取る形に移
行し始めた。

養成研修だけでなく、
フォローアップ研修も
行い、発達障害者支援
人材の育成を図る。

障害福祉課
（精神保健・障害認定
係）

情報の発信等（第９条関係）

障害の特性に応じた言語その他の手段を利用して情報を発信

手話タイム・プラス
ワンの放送

8,470 － 8,470

県内のニュースについて、
手話と字幕を用いて、聴覚
障害者にも分かりやすく紹
介する

ー
年間放映20回
滋賀県公式YouTubeにアー
カイブを掲載

番組を通じて広く県内に向
けて発信ができた

8,470
R6同様に年間20放映
予定

両課の視点で番組内容
等を確認し、発信を続
けていく。

広報課

知事定例記者会見の
手話通訳

60 － 0
毎週火曜日に実施している
知事会見の冒頭部分につい
て手話通訳を配置

－
年間42回実施（県の手話通
訳士が対応できない場合の
派遣に係る予算措置）

聴覚障害のある方へ情報を
発信できた

60 特になし 引き続き実施 広報課

広報紙点字版・ＣＤ
版の制作

1,420 － 1,403

紙広報誌「滋賀プラスワ
ン」の掲載情報を、点字
版・音声版で作成、発行す
る

－

点字版：年間４回、各回
146部発行
音声版：年間４回、各回
236部作成

県内の視覚障害者の方にも
広報誌掲載情報を届けられ
た

1,425
利用者は年々減少傾
向にある

引き続き工夫しなが
ら、広報誌掲載情報を
広く発信していく。

広報課

災害時等において、必要な情報を取得する必要な措置

滋賀県防災情報マッ
プの活用による情報
提供

3,443

滋賀県防災情報マッ
プの地震リスクマッ
プについて色覚障害
者の方が見分けにく
い色を避けた配色に
修正を行った。

よりよい防災情報マッ
プの運営を検討してい
く。

防災危機管理局
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当初 補正（増減） 決算

現状における課題と
取組状況

担当課・係項目
Ｒ６予算額（千円）

事業名 具体的な取組内容 目標・指標 Ｒ６実績 Ｒ６成果・評価
Ｒ７当初予算
額（千円）

Ｒ８以降の方向性

滋賀県防災アプリの
開発、運用

0 28,398 28,398

広く県民へ防災気象情報等
を的確に伝え、避難行動を
促す「防災アプリ」の開発
に着手

－

防災アプリ開発プロジェク
トチームを立ち上げ、部局
間連携による仕様検討を実
施

－
28,398
 2,402

R8.3アプリ公開に向
け開発を進める。
R8.1に視覚障害者６
名にデモ版を体験し
てもらい改良に向け
て意見を募った。

防災アプリの普及・啓
発の実施

流域政策局、道路保全
課、防災危機管理局

繰
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当初 補正（増減） 決算

現状における課題と
取組状況

担当課・係項目
Ｒ６予算額（千円）

事業名 具体的な取組内容 目標・指標 Ｒ６実績 Ｒ６成果・評価
Ｒ７当初予算
額（千円）

Ｒ８以降の方向性

情報通信機器等の利用方法の習得に係る取組（第10条関係）

障害者ICT活用総合支
援事業
①障害者ICT支援セン
ター・ICTサロン運営
事業
②障害者ICTボラン
ティア養成・派遣事
業
③視覚障害者ICT講習
会・相談支援事業

18,140 0 18,140

障害者等の情報通信技術（ICT）
の利用機会の拡大や活用能力の向
上を図り、情報へのアクセスを円
滑に行えるよう支援することによ
り、障害者等の自立と社会参加の
促進を目的としている。
①障害者のＩＣＴ利活用に関する
総合的なサービス提供拠点とし
て、障害者ＩＣＴ支援センターを
設置し、さらに、県内の福祉圏域
に障害者が気軽に訪れる「障害者
ＩＣＴサロン」を設置することに
より、障害者の情報通信技術の利
用機会の拡大を図る。
②障害者等に対し、ＩＣＴ機器等
の使用に関する支援を行うため、
障害者福祉の基礎知識、障害者の
情報入手と活用、ＩＣＴボラン
ティア活動の実際、支援技術に関
する実習等の講習を実施し、ＩＣ
Ｔボランティアを養成する。ま
た、ＩＣＴボランティアとして登
録を行った者を派遣する。
③視覚障害者がパソコンを利用す
るためにパソコンの基本操作、
キーボード操作、メール送受信、
ホームページ閲覧等の必要な訓
練・指導を行う。

ー

①ICT支援センター（延べ
相談回数183件）
ICTサロン（県内７つのサ
ロンを設置、サロン開催日
数334回、サロン延べ利用
者数1,532人
②ボランティア養成研修
（新規５名、フォローアッ
プ20名）、ボランティア派
遣利用者数1,142人）
③講習会受講者数24名、相
談件数776件

関係機関および多職種との
連携を行いながら事業目的
に沿った実施ができた。
今後の課題として、ICTセン
ターやサロン、市町を含め
た支援体制や役割の明確化
が求められる。

18,247

今後のサロン運営や
ボランティア人材確
保について課題があ
る。

地域に根差したサロン
運営についての検討を
行っており、各サロン
担当者と委託先担当者
を交えて検討を行う予
定である。
またボランティアの人
材確保も課題であり、
DX推進課とも連携しな
がら人材確保について
検討を行っている。

障害福祉課
（社会活動係）

県民等の取組に対する支援（第11条関係）

情報の提供、助言その他の必要な支援

発達障害支援体制整
備事業

500（100×５
団体）

0 500（100×５団体） ー
世界自閉症啓発デーに合わ
せた県民講座の開催（延べ
1,301名受講）他

各団体がそれぞれ研修を実
施し、県民啓発につながっ
た。

500（100×
５団体）

実施にあたり、予算
の増額を求められて
いる団体もある。

ひき続き、県民啓発を
各団体に委託してい
く。

障害福祉課
（精神保健・障害認定
係）

調査研究の推進等（第12条関係）

発達障害者支援セン
ター運営事業

59,724 0 ①59,724

相談・支援状況を分析し、
滋賀県における発達障害に
関する課題について整理す
ること。

ー
各市町、各圏域との連携状
況の把握、傾向の分析

集約結果を市町発達支援
室・センター等連絡会議や
滋賀県発達障害者支援施策
推進会議にて公表。

59,724
各市町、各圏域との
連携状況の把握、傾
向の分析

ひき続き、情報の集約
分析を行う。

障害福祉課
（精神保健・障害認定
係）

学校等の設置者による啓発等（第16条関係）

啓発および学ぶ機会の確保

公立大学法人滋賀県
立大学運営費交付金

285 0 0

（１）啓発
（条例啓発パンフレットを
学生相談室に配架）
（２）学ぶ機会の確保
（テキスト・定期試験等点
訳、障害学生等教育サポー
ター人件費、点字用紙等の
消耗品購入）

－

（１）条例啓発パンフレッ
トの配架（通年）
（２）については対象学生
がいなかったため実績なし

（１）学生が多く来室する
学生相談室に条例啓発パン
フレットを配架し、条例の
普及啓発に努めた。
（２）については対象学生
がいなかったため実績なし

285
学内掲示板等での条
例啓発パンフレット
の掲示を行う。

引き続き手法を工夫し
ながら広く学生等に対
して普及啓発を行って
いく。

高等教育振興課
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当初 補正（増減） 決算

現状における課題と
取組状況

担当課・係項目
Ｒ６予算額（千円）

事業名 具体的な取組内容 目標・指標 Ｒ６実績 Ｒ６成果・評価
Ｒ７当初予算
額（千円）

Ｒ８以降の方向性

学生および保護者への必要な相談体制の整備

手話通訳者の派遣 530 0 355

手話通訳者派遣経費の令達
申請があった県立高等学
校・県立中学校に対し、必
要経費を令達。

ー ８校20件 ー 530
事業ではないため、
各校に周知はしてい
ない。

同規模の支援を継続予
定。

高校教育課

就学指導相談費 38 30

特別支援教育に係る協議会
や、特別支援学校での就学
相談等で、必要に応じて手
話通訳を派遣し合理的配慮
を行った。

就学相談等で障害の特性に
応じた手段による相談体制
を整備することができた。

38

特別支援学校での就
学相談等で、必要に
応じて手話通訳を派
遣し合理的配慮を
行っている。

引き続き、手話等によ
る意思疎通等の合理的
配慮を行い、障害の特
性に応じた相談体制を
整備していく。

特別支援教育課

公立大学法人滋賀県
立大学運営費交付金

8,955 0 8,678

障害学生支援室の運営
（相談室人件費、専門外部
有識者報酬、学生サポー
ター人件費）

－

合理的配慮を受けている学
生143人
初回相談件数　128件（継
続相談除く）
（経費執行は相談員人件費
のみ）

申し出のあった学生、周囲
から相談のあった学生にか
ら話を聞き、必要な支援を
行った

8,966

引き続き相談支援を
行う。
学内掲示板等での条
例啓発パンフレット
の掲示を行う。

学修活動の様々な場面
で、障害学生の申し出
に基づき、修学上必要
な支援を提供する。

高等教育振興課

職員への研修の実施その他の必要な措置

センター管理運営費 500 0 57

受講者のコミュニケーショ
ン支援のため、聴覚障害の
ある受講者が研修を円滑に
受講できるよう、事前に手
話通訳士の派遣を調整・依
頼する体制を整えている。
受講申込時に必要な支援内
容を確認し、通訳士の確
保、会場での配置、資料の
事前共有などを行い、受講
環境の整備に努めている。

－

・ステージ研修手話通訳料
(３時間×３件)

・旅費(３件)

複数回の研修において聴覚
障害のある受講者に対し手
話通訳士を依頼し、円滑な
情報伝達と理解促進を実現
した。受講者からは「内容
を十分に理解できた」「安
心して参加できた」といっ
た肯定的な声が寄せられ
た。障害の有無にかかわら
ず誰もが参加しやすい研修
環境の整備のため、今後も
継続的な実施が望まれる。

500

手話通訳士の依頼に
あたっては、手話通
訳料・旅費等の費用
が発生するため、安
定的な予算の確保が
必要である。

受講者が安心して研修
を受講できる環境整備
を継続的に推進する。
次年度以降も、手話通
訳士の派遣体制を維持
し、必要な予算の確保
に努めるとともに、関
係機関との連携を図り
ながら、より柔軟かつ
円滑な支援が可能とな
るよう進める。

高校教育課(総合教育
センター)

公立大学法人滋賀県
立大学運営費交付金

39 0 0
障害学生等支援研修会の開
催（２回） － ９月と３月に開催

本学職員および県保健所、
精神保健福祉センター職員
を講師として
第１回　「障がい学生への
サポート　～自己理解と合
理的配慮～」
第２回『ゲートキーパーと
は』～　「消えてしまいた
い」「もう、死んでしまい
たい」と訴えられたらどの
ように声を掛けますか？
～
と題して実施、対面と動画
配信による教職員向けの研
修を行い、理解を深めた

39

教職員向けの研修を
引き続き実施する。
学内掲示板等での条
例啓発パンフレット
の掲示を行う。

学修活動の様々な場面
で、障害学生の申し出
に基づき、修学上必要
な支援を提供する。

高等教育振興課
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